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令和８年度諫早市地域クラブ指導者資格取得等費用助成金交付要領  

 

１  目的  

  市は、地域クラブの指導者の指導技術及び指導における倫理観

の向上を支援し、もって生徒の心身ともに健全な育成に資するた

め、指導者資格 の取得等（更新を含む。以下同じ。）に要 する費用

の一部又は全部を予算の範囲内で助成するものとし、その交付に

ついては、諫早市補助金等交付規則（平成１７年規則第５３号。

以下「規則」という。）及びこの要領の定めるところによる。  

２  定義  

  この要領における用語の意義は、次に定めるところによる。  

 (1) 地域クラブ  市内で活動し、スポーツ 又は文化芸術活動を通

じて生徒の健全育成を図る団体であって、諫早市地域クラブ認

定 制 度 に つ い て （ 令 和 ７ 年 ２ 月 １ ２ 日 付 け 学 校 教 育 課 長 通 知 ）

の規定に基づき諫早市地域クラブに認定されたものをいう。  

 (2) 地 域 展 開  学 校 が 主 体 と な っ て 行 っ て い る 学 校 部 活 動 の 指

導を地域クラブに展開することをいう。  

 (3) 指 導 者 資 格  公 益 財 団 法 人 日 本 ス ポ ー ツ 協 会 が 設 け る 公 認

ス ポ ー ツ 指 導 者 資 格 そ の 他 各 種 ス ポ ー ツ 団 体 が 設 け る 指 導 者

としての資格をいう。  

３  助成対象者  

  助成の対象となる者（以下「対 象者」という。）は、次に掲げる

要件をすべて満たす地域クラブの指導者とする。  

 (1) 諫 早 市 立 中 学 校 に 在 籍 す る ５ 人 以 上 の 生 徒 に よ り 構 成 さ れ

ている団体であること。  

 (2) 学校部活動が地域展開した団体（平日及び休日の全ての活動

が 移 行 し て い る も の に 限 る 。） 又 は 学 校 部 活 動 の 代 替 と し て 地

域住民等により組織された団体であること。   

 (3) 令和８年４月末までに地域展開している団体であり、補助金

の 交 付 申 請 を 行 う 時 点 に お い て 引 き 続 き 活 動 を し て い る こ と 。 

４  助成対象経費及び助成額  
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  助成の対象となる経費は指導者資格の取得又は指導技術の向上

に資する研修等の受講に要した費用とし、助成額は予算の範囲内

で市長が認める額（上限３，０００円）とする。  

５  助成の回数  

  助成の回数は、対象者１名につき１回とする。  

６  交付の申請  

  助成金の交付を受けようとする対象者（以下「申請者」という。）

は令和９年２月２７日までに、次に掲げる書類を添えて、諫早市

地域クラブ指導者資格取得等費用助成金交付申請書（様式第１号）

を市長に提出するものとする。  

 (1) 指導者資格の取得に係る領収書等  

 (2) 指導者資格の取得に係る証明書等  

７  審査  

  市長は、６の規定による申請があったときは、その内容を審査

し、助成が適当と認めたときは、助成金の額を決定し、申請者に

交付するものとし、助成が適当でないと認めたときは、諫早市地

域クラブ指導者資格取得等費用助成金不承認決定通知書（様式第

２号）により申請者に通知するものとする。  

８  助成金の返還  

  市長は、偽りその他の不正行為により助成金の交付を受けた者

があるときは、その者から当該交付した金額の全部又は一部を返

還させることができる。  

９  手続の省略  

  規則第２２条の規定により、次に掲げる手続は、省略する。  

 (1) 規則第７条の規定による交付決定の通知  

 (2) 規則第１４条の規定による実績報告書の提出  

 (3) 規則第１５条の規定による助成金の額の確定通知  

 (4) 規則第１７条の規定による請求書の提出  

１０  その他  

  この要領に規定するもののほか、この助成金に関し必要な事項

は、市長が別に定める。  
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様式第 1号 

諫早市地域クラブ指導者資格取得等費用助成金交付申請書 

  年  月  日 

諫早市長 様 

申請者 住所 

    氏名          

 

諫早市地域クラブ指導者資格取得等費用助成金を受けたいので、令和８年度

諫早市地域クラブ指導者資格取得等費用助成金交付要領６の規定により関係書

類を添えて申請します。 

ﾌﾘｶﾞﾅ  

生年月日 年  月  日 
氏名 

 

住所 

〒 

資格等の名称  

資格取得等年月日     年   月   日 

資格取得等費用（金額）                円 

振

込

先 

金融機関名 

銀行 

金庫 

農協 

漁協 

本店 

支店 

出張所 

種

別 
普通・当座 

ﾌﾘｶﾞﾅ  
口座

番号 

       

口座名義人 

（申請者） 

 

 

【諫早市記入欄】 

＜助成上限額＞           ＜助成金交付決定額＞ 

             円                  円 

※添付書類 

(1) 資格取得にかかる領収書等 

(2) 資格取得証明書等  



- 4 - 

様式第２号 

第     号 

年  月  日 

 

 様 

 

諫早市長          

                         （公印省略） 

 

 

諫早市地域クラブ指導者資格取得等費用助成金不承認決定通知書 

 

 

令和  年  月  日付けで申請のあった標記助成金については、令和８

年度諫早市地域クラブ指導者資格取得等費用助成金交付要領７の規定による審

査の結果、次の理由により不承認となったので、令和８年度諫早市地域クラブ指

導者資格取得等費用助成金交付要領７の規定により通知します。 

 

【不承認の理由】 

 


